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１　歯科所見による身元確認を行う歯科医師の体制整備に関する協力
【施策番号75】（再掲）

P26【施策番号29】参照

２　「身元確認照会システム」の適正かつ効果的な運用
【施策番号76】（再掲）

P37【施策番号35】参照

３　身元確認のために必要なDNA型鑑定を適切に実施するための鑑定体制の整備等
【施策番号77】（再掲）

P38【施策番号36】参照

４　�歯科診療情報を身元確認において活用するための大規模データベースの構築に�
向けた検討等

【施策番号78】

厚生労働省においては、歯科情報による身元確認の効率化・迅速化を図るため、平成
25年度から、口腔

くう

診査情報標準コード仕様（歯科診療情報をレセプトコンピュータから
出力するための共通コード。以下「標準コード仕様」という。）の作成を開始し、令和３
年３月に厚生労働省における保健医療情報分野の標準規格として採用した。令和３年度
は、標準コード仕様を用いた身元確認データベースの構築に向け、歯科情報の利活用推進
事業において、レセプトデータから作成した標準コード仕様による個人識別の精度につい
て検証を行うとともに、歯科診療情報の収集及び身元確認データベースの構築における個
人情報の取扱い等について課題を整理した。
令和４年度以降は、歯科医療機関に対して、現状のレセプト提出方法やデジタルレント

ゲン装置の導入状況等についてのアンケート調査を実施するとともに有識者ヒアリングを
行い、身元確認データベースの構築・運用に向けた課題の抽出及び整理を行っている。令
和６年度は、先行して進んでいる電子カルテ情報の標準化等の医療DXの取組を踏まえ、
歯科医療機関間や歯科・医科の医療機関間において共有すべき情報等について検討を行っ
た。また、歯科情報を活用した身元確認データベースの構築・運用には、データの提供者
となる歯科医療機関等の理解等が重要であることから、歯科医療機関等の職員を対象に研
修を開催し、歯科診療情報の標準化の意義や必要性等の普及・啓発を行っている。
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引き続き、標準コード仕様を用いた身元確認データベースの構築等に向けた取組を進め
ていくこととしている。

資7-4 歯科情報の利活用推進事業におけるレセプトデータからの身元確認データ
収集イメージ

電カル/レセコン

レセプト

身元確認のためのDB

歯科医療機関

国民健康保険団体連合会
社会保険診療報酬支払基金 等 レセプト

レセプトレセプト

歯科医療機関歯科医療機関

媒体請求（郵送）

オンライン請求

①レセプト
を作成

②レセプトを
提出

③レセプトを
身元確認のた
めのDBへ送信

④歯科標準データを
身元確認のための
DBで管理

⑤身元確認時に
DBへアクセス

データ加工
（データの名寄せ、標準データへ変換、歯
科標準データを最新化）

出典：厚生労働省資料による

５　�身元不明死体に係る必要なDNA型鑑定、歯牙の調査等を確実に実施するための�
海上保安庁と都道府県警察、法医学教室、都道府県歯科医師会等との協力関係の
構築及び強化

【施策番号79】（再掲）

P41【施策番号41】参照
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